
カタクチイワシ瀬戸内海系群の
資源管理について③

【参考資料編】

令和８年１月２７日（火）

令和８管理年度ＴＡＣ設定に関する意見交換会

水産庁

資料５



【参考１】原魚換算係数関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １

【参考２】活き餌用漁獲量の把握関係 ・・・・・・・・・・・・・・・ ２

【参考３】カタクチイワシ漁業の実態調査の概要について ・・・・・・ ４

【参考４】ＴＡＣ報告（月報）の概要について ・・・・・・・・・・・ ５

【参考５】配分・融通関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７

【参考６】府県別漁獲量及び漁獲シェアの推移 ・・・・・・・・・・・ ９

【参考７】国の留保からの追加配分ルール（通称：75％ルール）の概要・  10

【参考８】シラス漁業の実態調査の概要について ・・・・・・・・・・ 14

【参考９】シラスの漁獲量の正確な把握について ・・・・・・・・・・ 16

【参考10】カタクチイワシ（卵稚仔・シラスを含む）の生態について・・  17

目 次



 原魚換算係数についての各府県への調査結果を取りまとめると、以下のとおり。

換算係数
（案）

備考

大阪 無し －（加工実態が無いため）

兵庫 無し －（加工実態が無いため）

和歌山 無し －（加工実態が無いため）

岡山 無し －（加工実態が無いため）

広島
【H5調査】

×4.6

平成５（1993）年に実施した水産試

験場の調査内容（広島県東部海域
産）及び令和６（2024）年に実施した
現地調査の内容を踏まえて採用

山口

×５

【R7.6調査】

×3.4～5.1

・令和７（2025）年６月から９月にか

けて、県内３箇所、計４回の調査を
実施。（結果は左記のとおり）

換算係数
（案）

備考

徳島 無し －（加工実態が無いため）

香川

×４

【R7.6調査】

カエリ×4.9
小羽×4.2
中羽×4.2
大羽×4.2

＜平均×4.3＞

令和７（2025）年６、７月に複数日に
かけて異なる銘柄で調査を実施。

愛媛

【H21より使用】

×４
×3.5

【R7.9調査】

×4.2

・令和７（2025）年９月に調査を実施。

福岡 無し －（加工実態が無いため）

大分 ×3.7 従前より水産試験場が使用

１

【参考１】原魚換算係数関係

（※）黒字は令和７年２月の第２回府県行政間意見交換会の内容。
赤字は、黒字以降の調査の状況。



 兵庫県における現時点の検討状況は、以下のとおり。

（１）①と②の間にある生け簀（運搬）船に搬入した際に、関係漁業者及び漁協の
経験則から、一定の精度で漁獲量の把握が可能。

（２）また①において別途冷凍エサ用の漁獲も行っており、これについては作成す
る冷凍ブロックの個数により漁獲量の把握が可能。

よって、ＴＡＣ報告は（１）と（２）を合わせた数量により行う。

（３）なお、③の出荷の際には、販売実績の記録が残るため、この③の出荷販売量
を活用して上記のＴＡＣ報告する漁獲量の正確性を確認・改善することを検討
する。

２

＜イメージ図＞

まき網

① ②

生け簀

③

カツオ釣り漁船等

運搬船
出荷

【参考２】活き餌用漁獲量の把握関係（その１）



和歌山県では小型定置網漁業によるカタクチイワシの活き餌用漁獲の実態があり、

漁獲から販売までの流れと漁獲量の把握方法は以下のとおり。

・漁獲後、定置網から生け簀に運搬し、一定期間馴致した後、カツオ一本釣漁船に
出荷（販売）

・出荷時に、バケツ一杯当たりの重量（関係漁業者の経験則に基づき推定）及び
販売数量により、一定の精度で漁獲量の把握が可能

※漁獲直後に、定置網から直接カツオ一本釣漁船に出荷することはほとんどない

３

＜イメージ図＞

定置網 生け簀

出荷運搬

カツオ一本釣漁船

【参考２】活き餌用漁獲量の把握関係（その２）



【参考３】カタクチイワシ漁業の実態調査の概要について

令和５年７月、カタクチイワシ瀬戸内海系群のＴＡＣ管理に向けて、現状のカタクチイワシ漁業の実態
（漁獲している漁業種類、許可期間、漁期（盛漁期）、操業海域、経営体数、隻数など）を調査・整理
した。その取りまとめ結果は以下のとおり。

４



 カタクチイワシ瀬戸内海系群独自のTAC報告（月報）の様式を定めて、５月より水産庁・関係府県間
において共有する運用を開始。

 TAC報告（月報）の１２月分（１１月分までのTAC報告）の概要については、次のとおり。

５

【参考４】ＴＡＣ報告（月報）の概要について（その１）



６

【参考４】ＴＡＣ報告（月報）の概要について（その２）



【配分方法】

①令和７管理年度においては、ステップ１管理として、資源管理基本方針に基づ
き「48,000トンの内数」として各府県に配分し、管理を行う際の参考数量として、
48,000トンに農林統計の過去３年間の漁獲実績シェアの平均値を乗じた数量（留
保枠の設定なし）を算出した。

②ステップ２への移行後は、資源管理基本方針に基づき「試行水準」として各府
県に配分し、管理を行う目安数量を算出する予定。このため、目安数量算出の基
準を検討する必要があり、論点として以下が考えられる。

・留保枠をどうするか
 追加配分の方法についても、併せて検討する必要
 早期に操業を終了する府県又は冬～春にも操業する府県や、年によって漁獲量が大

きく変化する府県への配慮する方法があるか

・目安数量の算出の際に、根拠となるデータ元をＴＡＣ報告とすべきか、農林統
計とすべきか。また、過去何年分の漁獲実績を用いるか
 課題(１)(ＴＡＣ報告による正確な漁獲データの収集)への取組状況を踏まえる必要
 ステップ１，２の期間において、漁獲実績を積み上げるために明らかに漁獲努力量

を増やしている等の場合の実績の扱いをどうするか

７

【参考５】配分・融通関係（その１）



【府県間融通】

①府県間融通に関しては、第３回ＳＨ会合（令和６年５月）において、以下の考
えを示している。

・盛漁期を過ぎて配分枠が余る場合等に、漁獲枠の確保を目的に、必要以上に漁
獲実績を積み上げるような操業を強いられないようにするため、他府県へ漁獲
枠を融通した府県については、融通した量に応じた分を当該府県の漁獲実績と
して見なし、翌年以降の府県配分量に影響がでないように配慮する等の対応を
検討します。

・また、府県間で融通を行う場合、関係する府県間で調整を行うことが基本です
が、関係府県間での調整が難しい場合には、水産庁（瀬戸内海漁業調整事務
所）が仲介することにより、融通の仕組みが適正かつ迅速に運用されるよう対
応したいと考えています。

②上記①を踏まえた府県間融通の制度の検討に当たっては、ＴＡＣの配分方法
（特に留保枠の設定及び運用）を併せて検討する必要があり、ＴＡＣ報告による
月毎の漁獲量の積み上がり方を見ながら検討を進める。

８

【参考５】配分・融通関係（その２）



年により漁獲量に変動がある県があるため、漁獲シェアについては、３年よりも長い期間での平均をと
ることを検討する必要がある。

府県により漁獲実態が異なることは認識しており、公平性の観点から、漁獲シェアを算出する際の期間について

の検討は必要と考えています。本件については、今後、ステップ３に入り具体的な配分を行う前までに、留保から

の配分や融通等の運用と併せて、関係者間で議論して決定していきます。

＜参考：漁獲シェア表＞ ※灰色のセルは80％を構成する上位府県
＜参考：府県別漁獲量の推移＞

（H26～R７）

水産庁集計

９

【参考６】府県別漁獲量及び漁獲シェアの推移

＜参考：令和６年５月第５回ＳＨ会合資料より抜粋＞



基本的な流れ

１．TACの消化状
況が、発動要件
（トリガー）を満た

す

２．あらかじめ定
めた計算方式で、
追加配分数量を

計算

３．追加配分数量
が算出される（計
算結果がゼロ以
下でない）場合、
追加配分を行う

追加配分数量が
算出されない（計
算結果がゼロ以
下となる）場合、
次のトリガーを待
つ

10

【参考７】国の留保からの追加配分ルール（通称：75％ルール）の概要



● ＴＡＣ配分を受けた都道府県において、ＴＡＣ配分の消化率（配分数量に対する漁獲数量の割合）が、以下
のいずれかに該当する場合、発動要件（トリガー）を満たすものとし、その日を「基準日」とする。

• 消化率が75％を超えた

• 消化率が80％を超えた

• 消化率が85％を超えた

• 消化率が90％を超えた

• 配分数量の残量が、1,000トンを下回った

（例）ＴＡＣ配分（20,000トン）を受けているＡ県におけるトリガー

A県へのTAC配分20,000トン

漁獲量15,000トン（75%消化）を超える

漁獲量16,000トン（80%消化）を超える

漁獲量17,000トン（85%消化）を超える

漁獲量18,000トン（90%消化）を超える

ＴＡＣ配分の残量1,000トンを下回る 11

【参考７】75％ルールの概要（１．発動要件（トリガー）について）



②４月分（基準日の属する月）

（例）Ａ県のＴＡＣ配分数量消化率が、４月15日（以下、基準日とする）に75％を超えた仮想の事例で計算
（管理期間１～１２月）

● トリガーが満たされた場合、あらかじめ定めた計算方式で、追加配分数量を計算する

● ただし、１回に追加配分する数量は、当該都道府県の当初配分数量を上限とする

【段階１】期間予測漁獲量を計算する（千トン未満切り上げ）

計算方式１：期間予測漁獲量＝①＋②＋③=22,800トン
①１～３月実績値（基準日の属する月の前月まで） 12,000トン

基準日の直近10日間の１日当たり平均漁獲量で、
１カ月分引き伸ばし、

4/15

引き伸ばし

4/30

③５月分（基準日の属する月の翌月）

直近10日間の漁獲量が2,000トンの場合

2,000トン÷10日×30日＝6,000トン

・過去５年の上位３平均の値を用いる
・特異率が1以上の場合、特異率を乗じる 特異率=１～３月実績値/１～３月の過去５年の上位３平均

5月の過去５年の上位３平均 3,200トン×特異率1.5= 4,800トン

12

【参考７】75％ルールの概要（２．追加配分の計算方式）



②４月16日から45日間分（基準日の翌日から45日間）

（例）Ａ県のＴＡＣ配分数量消化率が、４月15日（以下、基準日とする）に75％を超えた仮想の事例で計算
（管理期間１～１２月）

計算方式２：期間予測漁獲量＝①＋② =24,000トン

①４月１５日までの実績値（基準日まで） 15,000トン

直近10日間の漁獲量が2,000トンの場合

2,000トン÷10日×45日＝9,000トン

基準日の直近10日間の１日当たり平均漁獲量で、
45日分引き伸ばし、

＋引き伸ばし 45日

基準日までの当月漁獲実績

4/15 4/30

追加配分数量 ＝ 期間予測漁獲量 ー 現在のＴＡＣ配分数量
（千トン未満切り上げ） 計算方式１・計算方式２のうちいずれか大きい方を用いる

4,000トン   ＝   24,000トン（計算方式２の方が大きい） － 20,000トン

⇒ この事例では追加配分数量が以下のとおり計算され、配分される

【段階２】計算方式１と計算方式２の期間予測漁獲量を比較して、大きい方を用いる
（上記の場合は24,000トン）

【段階３】期間予測漁獲量から現在のTAC配分数量を引いて、追加配分数量を算定

13

【参考７】75％ルールの概要（２．追加配分の計算方式～続き～）



【参考８】シラス漁業の実態調査の概要について（その１）

14

「漁獲努力量を増加させない」の具体的な基準を検討するため、シラス漁業の実態の調査・整理を進め
たところ、結果は以下のとおり。



15

【参考８】シラス漁業の実態調査の概要について（その２）



【漁獲量の調査を行う目的】

①「シラスを漁獲する漁獲努力量を増加させないよう
努める」の基準を検討する一環として、水産庁がシ
ラス漁業の操業実態の数値だけでなく、漁獲量の
推移についても一つの指標としてしっかりと確認する
こと。

②農林統計の各府県のシラスの漁獲量の数値と府
県独自の調査によるシラス漁獲量の数値に乖離が
ないか確認すること。

③卵稚仔調査、シラス漁況予報及びカタクチイワシの
資源評価の改善を図るための科学的なシラスの漁
獲データを水産機構等の研究調査機関に提供す
ること。

目的は上記①～③のとおりであり、決してシラスの漁
獲量管理を求めるものでも、実施するものではない。

これまでの行政間意見交換会において「シラスの漁獲量を把握していくべき」という意見があったことから、シラスの漁
獲量の正確な把握を進めることの是非について検討することとし、まずは関係府県に対し、調査の目的と様式（府県
別・年別・月別・海域別）を示して調査を実施した。

16

【調査の様式】

【参考９】シラスの漁獲量の正確な把握について



【参考１0】カタクチイワシ（卵稚仔・シラスを含む）の生態について（その１）

１．分布・回遊・成熟・産卵

17

 カタクチイワシ瀬戸内海系群は、大別すると瀬戸内海で生
まれる「瀬戸内海・夏秋産まれ群」と、薩南海域から紀伊
水道外域で生まれて黒潮により瀬戸内海に毎年供給され
る「太平洋・春産まれ群」の、産卵場が異なる２つの発生
群から形成されている。

 瀬戸内海での主産卵期は5～9月。１歳までに全個体が成
熟し、寿命は２年程度。

 産卵からふ化まで２～３日、シラスは２月齢程度までとさ
れている（３月齢からはカエリ扱い）。

 産卵からシラスまでの約２カ月間は、瀬戸内海の海流に
乗って浮遊しながら拡散し、鱗が形成されて銀化した遊泳
力のあるカエリ以上のカタクチイワシは、瀬戸内海の湾灘
間を回遊し、成熟すると複数回産卵する。

 ２つの発生群ともに秋～冬季には、太平洋側に越冬回遊
又は輸送される。 「瀬戸内海・夏秋産まれ群」は、翌年の
春季には大羽又は中羽群として、再び瀬戸内海に来遊し、
複数回産卵する。ただし、これらのうち、瀬戸内海で越冬
する個体もいる。

 しかしながら、２つの発生群は明確に区別されるものでは
なく、発生海域やその後の分布は時空間的に連続的であ
るため、瀬戸内海で混じり合いながら産卵がなされている
ことが想定される。



【参考１0】カタクチイワシ（卵稚仔・シラスを含む）の生態について（その２）

２．卵稚仔調査について

【方法】

・期間：ほぼ周年

・頻度：月1回
・調査点：瀬戸内海全域に配置（右上図）

・実施府県：和歌山県、大阪府、兵庫県、

 岡山県、広島県、山口県、

 福岡県、大分県、徳島県、

 香川県、愛媛県

・プランクトンネットの鉛直曳網：右下図

・曳網回数（1980～2024年）

：合計111,011回
平均2,467回／年

（1,940～2,909回／年）

18

卵稚仔調査の調査点
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【参考１0】カタクチイワシ（卵稚仔・シラスを含む）の生態について（その３）

３．産卵量の推移及び産卵量
の月別割合

【産卵量の推移】

・瀬戸内海における産卵量は、185兆～
2,034兆粒（平均785兆粒）で推移してい
る。年ごとの変動は激しいが、1990年代
後半以降は増加傾向にあり、2024年は
2,034兆粒であった。

【産卵量の月別割合】

・瀬戸内海における産卵量の月別割合
については、主産卵期である５～９月が
96％を占めている。
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過去最多
2,034兆粒

●1% ●3%

●96%：
主産卵期（5～9月）

産卵量の推移

産卵量の月別割合（1980～2024年平均）



【参考１0】カタクチイワシ（卵稚仔・シラスを含む）の生態について（その４）

４．カタクチイワシ漁況予報
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